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中
国
研
究
集
刊 

珠
号
（
総
五
十
九
号
）
平
成
二
十
六
年
十
二
月　

八
五
︱
一
〇
一
頁

銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
奇
正
」
篇
の
思
想
史
的
意
義

︱
兵
家
思
想
と
道
家
思
想
︱

椛
島
雅
弘

序　

言

　
「
兵
家
思
想
と
道
家
思
想
」
と
い
っ
て
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
、

『
孫
子
』
と
『
老
子
』
の
関
係
で
あ
る
。
有
為
の
極
致
で
あ
る
戦

争
を
説
く
『
孫
子
』
と
、
無
為
自
然
を
説
く
『
老
子
』
と
は
、
一

見
対
極
に
あ
る
か
の
よ
う
で
、
実
は
い
く
つ
か
の
様
々
な
点
で
類

似
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
孫
子
』

に
「
夫
兵
形
象
水
。（
夫
れ
兵
の
形
は
水
に
象
る
。）」（
虚
実
篇
）

と
あ
る
一
方
で
、『
老
子
』
は
「
上
善
若
水
。
水
善
利
萬
物
而
不

爭
、
處
衆
人
之
所
惡
。
故
幾
於
道
。（
上
善
は
水
の
若
し
。
水
は

善
く
万
物
を
利
し
て
争
わ
ざ
り
て
、
衆
人
の
悪
む
所
に
処
る
。
故

に
道
に
幾
し
。）」（
第
八
章
）
と
述
べ
て
お
り
、
共
に
水
を
尚
ん

で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
両
者
の
み
に
見
ら
れ
る
特
殊
な

事
例
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

二
〇
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
に

は
、「
論
政
論
兵
之
類
」
五
十
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内

の
一
つ
に
、「
奇
正
」
と
い
う
篇
が
存
在
す
る
が
、
小
論
で
は
こ

の
篇
を
取
り
上
げ
て
、
主
に
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
と
の
関
係
を
明

ら
か
に
し
、
ま
た
「
奇
正
」「
無
形
」「
変
化
」
と
い
っ
た
観
点
か

ら
、
兵
家
思
想
と
道
家
思
想
の
関
係
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

り
、
奇
正
篇
の
思
想
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
問
題
の
所
在

　

今
回
取
り
上
げ
る
奇
正
篇
は
、
一
九
七
五
年
時
点
の
『
孫
臏
兵
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法
』（
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
、
文
物
出
版
社
）
で
は
、『
孫

臏
兵
法
』
下
篇
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
八
五
年
の

再
版
（『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡[

壹]

』）
で
は
、「
初
版
に
あ
っ
た
下

篇
は
孫
臏
の
書
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
の
編
集
説
明
が
あ

り
、
新
た
に
五
教
法
篇
を
加
え
計
十
六
篇
を
『
孫
臏
兵
法
』
と
し

て
出
版
し
た
。
恐
ら
く
、
下
篇
は
『
孫
臏
兵
法
』
に
入
れ
る
に
は

根
拠
が
不
足
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
ど
の
篇
が
『
孫
臏
兵
法
』
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
一

度
見
解
が
訂
正
さ
れ
、
そ
の
結
果
奇
正
篇
は
『
孫
臏
兵
法
』
か
ら

除
外
さ
れ
た
。
し
か
し
、
奇
正
篇
を
含
め
た
十
五
篇
は
、
一
九
八

五
年
以
降
も
変
わ
ら
ず
『
孫
臏
兵
法
』
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
研

究
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　

そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
に
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡[
貮]

』
が
出
版

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
状
況
は
新
た
な
展
開
を
迎
え
る
。

第
二
輯
は
、「
佚
書
叢
残
」
と
し
て
、「
論
政
論
兵
之
類
」
五
十

篇
、「
陰
陽
・
時
令
・
占
候
之
類
」
十
二
篇
、「
其
他
」
十
三
篇
の

大
き
く
三
部
に
分
け
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
か
つ
て
『
孫
臏
兵
法
』
と
さ
れ
、
の
ち
に
外
さ
れ
た
十
五
篇

す
べ
て
が
、「
論
政
論
兵
之
類
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

　

ま
た
編
集
説
明
に
よ
れ
ば
、
第
三
輯
に
収
録
さ
れ
る
予
定
の
編

題
木
牘
の
残
片
に
篇
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
篇
名
は
、
こ

の
第
二
輯
に
収
録
さ
れ
た
「
論
政
論
兵
之
類
」
の
第
一
か
ら
第
十

二
篇
ま
で
に
該
当
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
論
政
論
兵
之

類
」
第
一
か
ら
第
十
二
篇
ま
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、
ひ
と
ま
と
ま

り
の
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
中
の
「
将
敗
」、「[

将
失]

」、「
兵
之
恒
失
」
は
か
つ
て
『
孫

臏
兵
法
』
の
下
篇
で
あ
っ
た
文
献
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
少
な
く
と

も
こ
の
三
篇
は
、『
孫
臏
兵
法
』
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
の
で

あ
る（
注
1
）。

　

奇
正
篇
に
関
連
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、
谷
中
信
一
「
斉
地
兵

法
思
想
の
漢
代
へ
の
影
響
︱
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
を
中
心
と
し

て
︱
」（『
日
本
女
子
大
学
紀
要　

文
学
部
』
第
四
十
号
、
一
九
九

一
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
谷
中
氏
は
、「
奇
正
」
と
『
淮
南
子
』

兵
略
訓
と
の
類
似
す
る
箇
所
に
つ
い
て
言
及
す
る
と
共
に
、『
淮

南
子
』
兵
略
訓
が
斉
地
の
兵
法
思
想
を
継
承
し
述
作
さ
れ
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
石
井
眞
美
子
「『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇

正
」」（『
学
林
』
第
三
十
五
号
、
二
〇
〇
二
年
）
で
は
、
奇
正
篇

と
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
の
関
連
性
に
加
え
、『
孫
子
』
と
の
関
連

性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
湯
浅
邦
弘
「
先
秦
兵
学
の
展
開
︱
『
銀

雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
を
手
が
か
り
と
し
て
︱
」（
大
阪
大
学
出

版
会
、『
竹
簡
学
︱
中
国
古
代
思
想
の
探
究
︱
』、
二
〇
一
四
年
）

で
も
、「
奇
正
」
が
『
孫
子
』
の
奇
正
観
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
更
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
奇
正
篇
は
『
孫
子
』『
淮
南
子
』
と
の
関
わ
り

が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
小
論
で
は
、
以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え

つ
つ
、『
孫
子
』『
孫
臏
兵
法
』『
淮
南
子
』
と
の
関
係
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
に
兵
家
思
想
と
道
家
思
想
の
関
係
と
い
う

観
点
か
ら
、
奇
正
篇
の
思
想
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な

お
、
今
後
奇
正
篇
と
い
う
語
と
は
別
に
「
奇
正
」
と
い
う
語
を
用

い
る
が
、
そ
の
際
に
は
概
念
を
指
す
語
と
し
て
用
い
、
奇
正
篇
と

は
別
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く（
注
2
）。

二
、
奇
正
篇
の
思
想
と
『
孫
子
』『
孫
臏
兵
法
』
と
の
関
係

　

奇
正
篇
は
、
軍
事
用
語
と
し
て
の
奇
正
に
つ
い
て
専
論
し
た
篇

で
あ
る
。
奇
正
篇
は
ま
ず
、「
天
地
之
理
、
至
則
反
、
盈
則
敗
。

（
天
地
の
理
は
、
至
れ
ば
則
ち
反
り
、
盈
つ
れ
ば
則
ち
敗
る
。）」

と
い
う
語
に
始
ま
り
、
続
け
て
「
四
時
」「
五
行
」「
万
物
」「
万

生
」「
形
勢
」
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を

「
有
形
の
徒
」
と
規
定
し
、「
戰
者
、
以
形
相
勝
者
也
。（
戦
な
る

者
は
、
形
を
以
て
相
勝
つ
者
な
り
。）」「
形
勝
之
変
、
與
天
地
相

敝
而
不
窮
。（
形
勝
の
変
は
、
天
地
と
相
敝
い
て
窮
ま
ら
ず
。）」

と
、「
形
」「
形
勝
の
変
」
を
重
視
す
る
。

　

そ
し
て
、「
形
」
と
奇
正
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

形
以
應
形
、
正
也
。
無
形
而
制
形
、
奇
也
。
奇
正
無
窮
、
分

也
。
分
之
以
奇
數
、
制
之
以
五
行
、
鬪
之
以
□
□
。
分
定
則

有
形
矣
。
形
定
則
有
名
【
矣
。
□
□
□
】
則
用
矣
。
同
不
足

以
相
勝
也
。
故
以
異
爲
奇
。
是
以
靜
爲
動
奇
、
佚
爲
勞
奇
、

飽
爲
飢
奇
、
治
爲
亂
奇
、
衆
爲
寡
奇
。
發
而
爲
正
、
其
未
發

者
奇
也
。
奇
發
而
不
報
、
則
勝
矣
。
有
餘
奇
者
、
過
勝
者

也
。

形
以
て
形
に
応
ず
る
は
、
正
な
り
。
無
形
に
し
て
形
を
制
す

る
は
、
奇
な
り
。
奇
正
窮
ま
り
無
き
は
、
分
な
り
。
之
を
分

く
る
に
奇
数
を
以
て
し
、
之
を
制
す
る
に
五
行
を
以
て
し
、

之
を
闘
わ
す
に
□
□
を
以
て
す
。
分
、
定
ま
れ
ば
則
ち
形
有

り
。
形
、
定
ま
れ
ば
則
ち
名
有
り
。
□
□
□
則
用
矣
。
同
は

以
て
相
勝
つ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
異
を
以
て
奇
と
為

す
。
是
を
以
て
静
は
動
の
奇
と
為
り
、
佚
は
労
の
奇
と
為

り
、
飽
は
飢
の
奇
と
為
り
、
治
は
乱
の
奇
と
為
り
、
衆
は
寡

の
奇
と
為
る
。
発
し
て
正
と
為
り
、
其
の
未
だ
発
せ
ざ
る
者

は
奇
な
り
。
奇
の
発
し
て
報
ぜ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
勝
つ
。

奇
に
余
り
有
る
者
は
、
勝
ち
に
過
ぐ
る
者
な
り
。

　

明
確
な
形
で
も
っ
て
形
に
対
応
す
る
の
が
「
正
」
で
あ
り
、
明

確
な
形
を
と
る
こ
と
が
な
く
、
形
を
制
御
す
る
こ
と
を
「
奇
」
と

し
、「
奇
正
」
が
窮
ま
り
な
く
続
く
要
因
を
「
分
」（
軍
の
編
成
）

（ 87 ）



と
す
る
。

　

後
半
で
は
、
少
々
話
題
が
変
わ
り
、
民
衆
が
法
令
に
従
う
方
法

を
「
勢
」
と
関
連
付
け
て
解
説
す
る
。

故
戰
勢
、
勝
者
益
之
、
敗
者
代
之
、
勞
者
息
之
、
飢
者
食

之
。
故
民
見
□
人
而
未
見
死
、
蹈
白
刃
而
不
旋
踵
。
故
行
水

得
其
理
、
漂
石
折
舟
、
用
民
得
其
性
、
則
令
行
如
流
。

故
に
戦
勢
は
、
勝
つ
者
に
は
之
を
益
し
、
敗
る
る
者
に
は
之

を
代
え
、
労
す
る
者
に
は
之
を
息
わ
せ
、
飢
う
る
者
に
は
之

を
食
せ
し
む
。
故
に
民
は
□
人
を
見
て
未
だ
死
を
見
ず
、
白

刃
を
蹈
み
て
踵
を
旋
さ
ず
。
故
に
水
を
行
り
て
其
の
理
を
得

れ
ば
、
石
を
漂
わ
せ
舟
を
折
き
、
民
を
用
い
て
其
の
性
を
得

れ
ば
、
則
ち
令
の
行
わ
る
る
こ
と
は
流
る
る
が
ご
と
し
。

　

以
上
、
奇
正
篇
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
そ
れ
で
は
、
奇

正
篇
の
思
想
は
『
孫
子
』
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う

か
。
先
行
研
究（
注
3
）を
参
考
に
し
な
が
ら
検
証
し
た
い
。

三
軍
之
衆
、
可
使
必
受
敵
而
無
敗
者
、
奇
正
是
也
。

三
軍
の
衆
、
必
ず
敵
を
受
け
て
敗
な
か
ら
し
む
る
べ
き
は
、

奇
正
是
れ
な
り
。（『
孫
子
』
勢
篇
）

凡
戰
者
、
以
正
合
、
以
奇
勝
。
故
善
出
奇
者
、
無
窮
如
天

地
、
不
竭
如
江
河
、
終
而
復
始
、
日
月
是
也
。
死
而
復
生
、

四
時
是
也
。
聲
不
過
五
、
五
聲
之
變
、
不
可
勝
聽
也
。
色
不

過
五
、
五
色
之
變
、
不
可
勝
觀
也
。
味
不
過
五
、
五
味
之

變
、
不
可
勝
嘗
也
。
勢
勢
不
過
奇
正
、
奇
正
之
變
、
不
可
勝

窮
也
。
奇
正
相
生
、
如
循
環
之
無
端
、
孰
能
窮
之
哉
。

凡
そ
戦
い
は
、
正
を
以
て
合
し
、
奇
を
以
て
勝
つ
。
故
に
善

く
奇
を
出
だ
す
者
は
、
窮
ま
り
無
き
こ
と
天
地
の
ご
と
く
、

竭
き
ざ
る
こ
と
江
河
の
ご
と
し
。
終
わ
り
て
復
た
始
ま
る

は
、
日
月
是
れ
な
り
。
死
し
て
復
た
生
ず
る
は
、
四
時
是
れ

な
り
。
声
は
五
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
五
声
の
変
は
勝
げ
て
聴
く

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
色
は
五
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
五
色
の
変
は

勝
げ
て
観
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
味
は
五
に
過
ぎ
ざ
る
も
、

五
味
の
変
は
勝
げ
て
嘗
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
戦
勢
は
奇
正

に
過
ぎ
ざ
る
も
、
奇
正
の
変
は
勝
げ
て
窮
む
べ
か
ら
ざ
る
な

り
。
奇
正
の
相
生
ず
る
こ
と
は
、
循
環
の
端
無
き
が
ご
と

し
。
孰
か
能
く
之
を
窮
め
ん
や
。（
同
上
）

　
「
奇
正
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
を
確
認
す
る
と
、
そ
の

内
容
は
基
本
的
に
奇
正
篇
と
類
似
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

奇
正
篇
に
頻
出
し
た
「
形
」
と
い
う
概
念
も
、『
孫
子
』
に
見
え

る
。

（ 88 ）



故
形
人
而
我
無
形
、
則
我
專
而
敵
分
、
我
專
爲
一
、
敵
分
爲

十
、
是
以
十
攻
其
一
也
。

故
に
人
を
形
せ
し
め
て
我
に
形
無
け
れ
ば
、
則
ち
我
は
専
ま

り
て
敵
は
分
か
る
。
我
は
専
ま
り
て
一
と
為
り
、
敵
は
分
か

れ
て
十
と
為
ら
ば
、
是
れ
十
を
以
て
其
の
一
を
攻
む
る
な

り
。（『
孫
子
』
虚
実
篇
）

故
形
兵
之
極
、
至
于
無
形
。
無
形
、
則
深
間
不
能
窺
、
智
者

不
能
謀
。
因
形
而
措
勝
于
衆
、
衆
不
能
知
、
人
皆
知
我
所
以

勝
之
形
、
而
莫
知
吾
所
以
制
勝
之
形
。
故
其
戰
勝
不
復
、
而

應
形
於
無
窮
。

故
に
兵
を
形
す
の
極
は
、
無
形
に
至
る
。
無
形
な
れ
ば
、
則

ち
深
間
も
窺
う
こ
と
能
わ
ず
、
智
者
も
謀
る
こ
と
能
わ
ず
。

形
に
因
り
て
勝
を
錯
く
も
、
衆
は
知
る
こ
と
能
わ
ず
。
人
皆

我
が
勝
つ
所
以
の
形
を
知
る
も
、
吾
が
勝
を
制
す
る
所
以
の

形
を
知
る
こ
と
莫
し
。
故
に
其
の
戦
い
勝
つ
や
復
く
り
か
えさ
ず
し

て
、
形
に
無
窮
に
応
ず
。（
同
上
）

　

虚
実
篇
で
は
、
し
ば
し
ば
「
無
形
」
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る

が（
注
4
）、
奇
正
篇
に
お
い
て
も
、「
無
形
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。

た
だ
し
、
奇
正
篇
は
「
形
以
て
形
に
応
ず
る
は
、
正
な
り
。
無
形

に
し
て
形
を
制
す
る
は
、
奇
な
り
。」
と
あ
る
よ
う
に
、「
奇
正
」

と
「
無
形
」
を
密
接
に
関
連
付
け
て
論
じ
る
点
で
『
孫
子
』
と
相

違
点
が
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
孫
子
』
で
「
奇
正
」
と
「
無

形
」
が
同
じ
く
「
窮
ま
り
無
き
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
両
概
念
は
『
孫
子
』
に
お
い
て
も
近
似
性
の
高

い
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
奇
正
篇
は
こ
の
よ
う

に
、『
孫
子
』
の
軍
事
思
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
単
な
る
模

倣
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
応
用
さ
せ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ

る（
注
5
）。

　

そ
れ
で
は
、『
孫
臏
兵
法
』
と
の
関
係
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

以
前
『
孫
臏
兵
法
』
に
組
み
込
ま
れ
た
よ
う
に
、
両
者
は
特
徴
を

多
く
共
有
す
る
の
か
、
も
し
く
は
全
く
別
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
も

の
な
の
か
、
両
者
の
関
係
性
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
両
者
を
概
観

し
て
目
に
付
く
の
が
、「
勢
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
奇
正
篇
で
、

「
故
戰
勢
、
勝
者
益
之
、
敗
者
代
之
、
勞
者
息
之
、
飢
者
食
之
。

（
故
に
戦
勢
は
、
勝
つ
者
は
之
を
益
し
、
敗
る
る
者
は
之
を
代
え
、

労
す
る
者
に
は
之
を
息
わ
せ
、
飢
う
る
者
に
は
之
を
食
ら
わ
し

む
。）」
と
あ
り
、
ま
た
『
孫
臏
兵
法
』
で
も
「
何
以
知
弓
弩
之
爲

勢
也
。
發
於
肩
膺
之
間
、
殺
人
百
歩
之
外
、
不
識
其
所
道
至
。
故

曰
、
弓
弩
勢
也
。（
何
を
以
て
弓
弩
の
勢
為
る
を
知
る
や
。
肩
膺

の
間
に
発
し
て
、
人
を
百
歩
の
外
に
殺
し
、
其
の
道
り
て
至
る
所

を
識
ら
ず
。
故
に
曰
く
、
弓
弩
は
勢
な
り
と
。）」（
勢
備
篇
）
と

あ
る
よ
う
に
、
共
通
し
て
「
勢
」
の
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る（
注
6
）。
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次
に
、
基
調
と
す
る
立
場
（
兵
権
謀
か
兵
陰
陽
か
）
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。『
孫
臏
兵
法
』
で
は
、
一
部
兵
陰
陽
的
な
要
素
を
含

む（
注
7
）一
方
で
、「
間
于
天
地
之
間
、
莫
貴
于
人
。（
天
地
の
間
に

間
す
る
は
、
人
よ
り
貴
き
は
莫
し
。）」（
月
戦
篇
）
と
あ
る
よ
う

に
、
基
本
的
に
人
為
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま

た
、「
敵
衆
且
武
、
必
戰
道
乎
。（
敵
多
く
し
て
且
つ
武
な
る
に
、

必
ず
戦
う
に
道
あ
り
や
。）」（
威
王
問
篇
）
と
い
う
問
い
に
、
孫

臏
が
「
有
。
埤
壘
廣
志
、
嚴
正
輯
衆
、
避
而
驕
之
、
引
而
勞
之
、

攻
其
無
備
、
出
其
不
意
、
必
以
爲
久
。（
有
り
、
塁
を
埤
く
し
て

志
を
広
く
し
、
正
を
厳
し
く
し
て
衆
を
輯
め
、
避
け
て
之
を
驕
ら

せ
、
引
き
て
之
を
労
ら
せ
、
そ
の
無
備
を
攻
め
て
そ
の
不
意
に
出

で
、
必
ず
以
て
久
を
為
す
。）」
と
、
権
謀
的
思
想
を
基
調
と
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
奇
正
篇
に
お
い
て
も
「
之
を
制
す

る
に
五
行
を
以
て
す
」
と
あ
り
、
一
部
兵
陰
陽
的
な
記
述
を
含
む

一
方
で
、「
奇
の
発
し
て
報
ぜ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
勝
つ
」
と
基

本
的
に
権
謀
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

た
だ
し
、
両
者
の
間
に
は
相
違
点
も
存
在
す
る
。
奇
正
篇
で
は

「
奇
」
と
「
正
」
の
変
化
を
主
題
と
し
て
内
容
が
抽
象
的
で
あ
る

が
、
一
方
『
孫
臏
兵
法
』
で
は
変
化
に
つ
い
て
専
論
す
る
こ
と
は

な
く
、
具
体
的
・
実
践
的
な
軍
事
論
が
主
に
語
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
見
威
王
篇
で
は
、「
夫
兵
者
、
非
士
恒
勢
也
。（
夫
れ
兵
は
、

恒
勢
に
士た
の

む
に
非
ざ
る
な
り
。）」
と
、「
勢
」
が
一
定
不
変
の
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
、
変
化
と
密
接
な
関
わ
り
に

あ
る
「
詭
道
」
が
、『
孫
臏
兵
法
』
で
も
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
地
葆
篇
で
は
、「
五
壌
之
勝
、
青
勝
黄
、
黄
勝
黒
、

黒
勝
赤
、
赤
勝
白
、
白
勝
青
。（
五
壌
の
勝
は
、
青
は
黄
に
勝
ち
、

黄
は
黒
に
勝
ち
、
黒
は
赤
に
勝
ち
、
赤
は
白
に
勝
ち
、
白
は
青
に

勝
つ
。）」
と
、
五
行
の
流
転
に
つ
い
て
述
べ
る
。
つ
ま
り
、『
孫

臏
兵
法
』
が
主
に
具
体
的
・
実
践
的
な
軍
事
論
を
述
べ
る
一
方

で
、
奇
正
篇
は
主
に
抽
象
的
な
軍
事
論
を
述
べ
る
点
で
異
な
っ
て

い
た
。

　

以
上
、
奇
正
篇
と
『
孫
臏
兵
法
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
し

た
。
そ
の
結
果
、
両
者
は
一
部
相
違
点
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

「
勢
」
に
つ
い
て
説
く
点
、
及
び
兵
権
謀
的
な
思
想
を
基
調
と
し

て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
た（
注
8
）。
恐
ら
く
、
奇
正
篇
と
『
孫
臏

兵
法
』
は
、
共
に
『
孫
子
』
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
独

自
に
『
孫
子
』
の
軍
事
思
想
を
発
展
さ
せ
た
文
献
で
あ
る
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
奇
正
篇
に
遅
れ
て
成
立
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

『
淮
南
子
』
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

両
者
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
は
如
何
な

る
思
想
史
的
意
義
を
有
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
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三
、『
淮
南
子
』
へ
の
接
続

　

奇
正
篇
と
『
淮
南
子
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、

両
者
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡

〔
壹
〕』
に
よ
れ
ば
、
竹
簡
が
出
土
し
た
銀
雀
山
漢
墓
の
年
代
は
前

漢
の
武
帝
初
期
で
あ
り
、
竹
簡
の
筆
写
時
期
は
文
帝
・
景
帝
か
ら

武
帝
初
期
の
頃
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
が
銀
雀

山
漢
墓
に
含
ま
れ
て
い
る
竹
簡
の
成
立
下
限
と
な
る
。
た
だ
し
、

文
献
が
筆
写
さ
れ
て
か
ら
墓
主
の
手
に
渡
る
ま
で
に
は
、
相
当
の

年
月
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
よ
っ
て
奇
正
篇

は
、
遅
く
と
も
戦
国
後
期
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。

　

一
方
『
淮
南
子
』
は
、
淮
南
王
劉
安
（
紀
元
前
一
七
九
年
～
紀

元
前
一
二
二
年
）
が
学
者
を
集
め
て
編
纂
さ
せ
た
書
で
あ
り
、
武

帝
初
期
に
成
立
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
恐
ら
く
奇
正
篇
は
『
淮
南

子
』
に
先
行
し
て
成
立
し
た
文
献
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
楠
山

春
樹
氏
が
、「
要
す
る
に
本
篇
の
説
く
兵
法
は
、
実
戦
に
即
し
た

兵
法
と
い
う
よ
り
も
、
道
家
や
儒
家
の
思
想
に
修
飾
さ
れ
、
理
念

化
さ
れ
た
兵
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
百
家
を
折
衷
す
る
『
淮
南
子
』

に
ふ
さ
わ
し
い
兵
書
で
あ
る
と
も
い
え
る
し
、
或
い
は
、
す
で
に

漢
王
朝
の
権
威
が
確
立
し
て
、
い
ま
さ
ら
実
戦
の
駈
引
を
説
く
必

要
も
な
く
な
っ
た
当
世
を
反
映
す
る
兵
書
で
あ
る
と
も
い
え
よ

う（
注
9
）。」
と
解
説
す
る
よ
う
に
、
兵
略
訓
の
性
質
は
奇
正
篇
よ

り
も
理
念
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
奇
正
篇
と
『
淮
南
子
』
の
時
代

背
景
が
異
な
り
、
奇
正
篇
が
『
淮
南
子
』
に
先
行
す
る
文
献
で
あ

る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
奇
正
篇
と
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
の
関
係
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。
先
行
研
究（
注
10
）で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、

両
者
に
は
類
似
す
る
記
述
が
多
く
存
在
す
る
。

ⅰ
奇
正
篇

天
地
の
理
は
、
至
れ
ば
則
ち
反
り
、
盈
つ
れ
ば
則
ち
敗
る
、

□
□
是
な
り
。
代
興
り
代
廃
す
、
四
時
是
な
り
。
勝
つ
有
り

勝
た
ざ
る
有
り
、
五
行
是
な
り
。
生
有
り
死
有
り
、
万
物
是

な
り
。
能
有
り
不
能
有
り
、
万
生
是
な
り
。
余
り
有
る
所
有

り
、
足
ら
ざ
る
所
有
り
、
形
勢
是
な
り
。
故
に
有
形
の
徒

は
、
名
ず
く
べ
か
ら
ざ
る
莫
く
。
有
名
の
徒
は
、
勝
つ
べ
か

ら
ざ
る
莫
し
。
故
に
聖
人
は
万
物
の
勝
ち
を
以
て
万
物
に
勝

ち
、
故
に
其
の
勝
ち
は
屈き
わ
まら

ず
。
戦
な
る
者
は
、
形
を
以
て

相
勝
つ
者
な
り（
注
11
）。

『
淮
南
子
』
兵
略
訓

凡
そ
物
朕
有
り
、
唯
だ
道
の
み
朕
無
し
。
朕
無
き
所
以
は
、

其
の
常
の
形
勢
無
き
を
以
て
な
り
。
輪
転
し
て
窮
ま
り
無
き
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こ
と
、
日
月
の
運
行
に
象
り
、
春
秋
の
代
謝
有
る
が
ご
と

く
、
日
月
の
昼
夜
有
る
が
ご
と
く
、
終
わ
り
て
複
た
始
ま

り
、
明
か
に
し
て
複
た
晦
く
、
能
く
其
の
紀
を
得
る
莫
し
。

刑
を
制
し
て
刑
無
き
が
、
故
に
功
成
る
べ
し
。
物
を
物
と
し

て
物
と
せ
ら
れ
ざ
る
が
、
故
に
勝
ち
て
屈
せ
ず
。
兵
に
刑
す

る
の
極
た
る
や
、
刑
無
き
に
至
り
て
、
之
を
極
む
と
謂
う
べ

し（
注
12
）。

　

こ
こ
で
は
、
両
者
共
通
し
て
「
形
勢
」
と
い
う
単
語
が
見
ら

れ
、
ま
た
「
四
時
」「
五
行
」（
奇
正
篇
）「
日
月
」（
兵
略
訓
）
の

変
化
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
た
だ
し
、
奇
正
篇
で
窮
ま
り
の
な
い

様
子
を
「
天
地
の
理
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
兵
略
訓
で
は

「
道
」
と
し
て
お
り
、
道
家
的
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

ⅱ
奇
正
篇

形
は
以
て
勝
つ
べ
か
ら
ざ
る
莫
き
も
、
而
も
其
の
勝
つ
所
以

の
形
を
知
る
こ
と
莫
し
。
形
勝
の
変
は
、
天
地
と
相
敝
い
て

窮
ま
ら
ず
。
形
勝
は
、
楚
越
の
竹
書
を
以
て
之
を
書
す
と
も

足
ら
ず
。
形
な
る
者
は
、
皆
其
の
勝
ち
を
以
て
勝
つ
者
な

り
。
一
形
の
勝
ち
を
以
て
万
形
に
勝
つ
は
、
不
可
な
り
。
形

を
制
す
る
所
以
は
壱
な
る
も
、
勝
つ
所
以
は
壱
に
す
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。
故
に
善
く
戦
う
者
は
、
敵
の
長
ず
る
所
を
見
れ

ば
、
則
ち
其
の
短
な
る
所
を
知
り
、
敵
の
足
ら
ざ
る
所
を
見

れ
ば
、
則
ち
其
の
余
り
有
る
所
を
知
る
。
勝
ち
を
見
る
こ
と

日
月
を
見
る
が
ご
と
し
。
其
の
勝
ち
を
錯
く
や
、
水
を
以
て

火
に
勝
つ
が
ご
と
し（
注
13
）。

『
淮
南
子
』
兵
略
訓

夫
れ
形
埒
有
る
者
は
、
天
下
之
を
訟
見
し
、
篇
籍
有
る
者

は
、
世
人
之
を
伝
え
学
ぶ
。
此
れ
皆
形
を
以
て
相
勝
つ
者
な

り
。
善
く
形
す
る
者
は
法
あ
ら
ざ
る
な
り
、
道
を
貴
ぶ
所

は
、
其
の
形
無
き
を
貴
ぶ
な
り
。
形
無
け
れ
ば
則
ち
制
迫
す

べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
度
量
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
巧
詐
す
べ

か
ら
ざ
る
な
り
。
規
慮
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
智
見
る
る
者

は
、
人
之
が
謀
を
為
し
、
形
見
る
る
者
は
、
人
之
が
功
を
為

す
。
衆
見
る
る
者
は
、
人
之
が
伏
を
為
し
、
器
見
る
る
者

は
、
人
之
が
備
を
為
す
。
動
作
周
還
、
倨
句
詘
伸
、
巧
詐
す

べ
き
者
は
、
皆
善
く
ず
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
善
く
す
る
者

の
動
く
や
、
神
出
に
し
て
鬼
行
、
星
の
耀
き
て
玄
の
逐
い
、

進
退
詘
伸
に
は
、
朕
㙬
を
見
ず
、
鸞
挙
麟
振
、
鳳
飛
龍
騰
、

発
す
る
こ
と
秋
風
の
ご
と
く
、
疾
き
こ
と
駭
龍
の
ご
と
し
。

当
に
生
を
以
て
死
を
擊
ち
、
盛
を
以
て
衰
に
乗
じ
、
疾
を
以

て
遅
を
掩
い
、
飽
を
以
て
飢
を
制
し
、
水
を
以
て
火
を
滅
す

る
が
ご
と
く
、
湯
を
以
て
雪
に
沃
ぐ
は
ご
と
く
、
何
く
に
往

く
と
し
て
遂
げ
ざ
ら
ん（
注
14
）。
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こ
こ
で
は
、
両
者
「
形
」
の
窮
ま
り
の
な
い
様
子
に
つ
い
て
述

べ
る
。
奇
正
篇
の
「
形
勝
の
変
は
、
天
地
と
相
敝
い
て
窮
ま
ら

ず
」
は
、
ⅰ
で
確
認
し
た
「
輪
転
し
て
窮
ま
り
無
き
こ
と
、
日
月

の
運
行
に
象
り
…
…
」（
兵
略
訓
）
と
類
似
す
る
。
た
だ
し
、「
道

を
貴
ぶ
所
は
、
其
の
形
無
き
を
貴
ぶ
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
兵

略
訓
で
は
「
形
」
と
「
道
」
を
密
接
に
関
連
づ
け
て
お
り
、
こ
こ

で
も
道
家
的
要
素
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ⅲ
奇
正
篇

同
は
以
て
相
勝
つ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
異
を
以
て
奇
と

為
す
。
是
を
以
て
静
は
動
の
奇
と
為
り
、
佚
は
労
の
奇
と
為

り
、
飽
は
飢
の
奇
と
為
り
、
治
は
乱
の
奇
と
為
り
、
衆
は
寡

の
奇
と
為
る
。
発
し
て
正
と
為
り
、
其
の
未
だ
発
せ
ざ
る
者

は
奇
な
り
。
奇
の
発
し
て
報
ぜ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
勝
つ
。

奇
に
余
り
有
る
者
は
、
勝
ち
に
過
ぐ
る
者
な
り（
注
15
）。

『
淮
南
子
』
兵
略
訓

同
は
以
て
相
治
む
る
に
足
る
こ
と
莫
し
。
故
に
異
を
以
て
奇

を
為
す
。
両
爵
相
与
に
闘
う
も
、
未
だ
死
す
る
者
有
る
な

り
。
鸇
鷹
至
れ
ば
、
則
ち
之
が
為
に
解
き
、
其
の
類
に
す
る

を
以
て
な
り
。
故
に
静
は
躁
の
奇
と
為
り
、
治
は
乱
の
奇
と

為
り
、
飽
は
飢
の
奇
と
為
り
、
佚
は
労
の
奇
と
為
る
。
奇
正

の
相
応
ず
る
こ
と
、
水
火
金
木
の
代
雌
雄
と
為
る
が
ご
と
き

な
り（
注
16
）。

　

こ
こ
で
は
、
両
者
「
奇
」
に
つ
い
て
言
及
し
、「
飽
は
飢
の
奇

と
為
り
、
治
は
乱
の
奇
と
為
り
…
…
」（
奇
正
篇
）「
静
は
躁
の
奇

と
為
り
、
治
は
乱
の
奇
と
為
り
…
…
」（
兵
略
訓
）
と
同
様
の
論

法
で
解
説
す
る
。
た
だ
し
、「
其
の
未
だ
発
せ
ざ
る
者
は
奇
な
り
。

奇
の
発
し
て
報
ぜ
ら
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
勝
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、

奇
正
篇
で
は
、よ
り
実
戦
で
勝
利
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
奇
」

の
概
念
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。（
ま
た
、
同
様
の
傾
向

は
ⅰ
、
ⅱ
に
も
共
通
し
て
見
え
る
。）

　

以
上
、
奇
正
篇
と
兵
略
訓
に
お
い
て
類
似
す
る
箇
所
を
確
認
し

た
。
そ
の
結
果
、「
奇
正
」「（
無
）
形
」「
変
化
」
と
い
っ
た
思
想

を
共
通
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、

奇
正
篇
で
は
よ
り
勝
利
を
目
的
と
し
て
論
を
展
開
し
、
兵
略
訓
は

さ
ほ
ど
実
戦
で
の
勝
利
を
目
的
と
す
る
こ
と
が
な
く
、
道
家
思
想

を
基
調
と
し
て
論
を
展
開
す
る
と
い
っ
た
相
違
点
が
見
ら
れ
た
。

　

で
は
、
こ
の
こ
と
を
思
想
史
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
如

何
な
る
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
戦
国
時
代

に
戦
争
に
勝
利
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
著
さ
れ
た
奇
正
篇
の
思

想
（
も
し
く
は
奇
正
篇
の
よ
う
な
思
想
）
は
、
漢
代
に
入
り
、

『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
道
家
的
解
釈
を
交
え
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

よ
っ
て
奇
正
篇
は
、
兵
家
思
想
の
漢
代
思
想
へ
の
接
続
と
い
う
点
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で
思
想
史
的
意
義
を
有
す
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

兵
家
思
想
と
道
家
思
想
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、「
奇
正
」
等

の
思
想
を
介
し
た
両
者
の
接
近
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
奇
正

篇
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
思
想
史
的
意
義
が
あ
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
奇
正
篇
の
思
想
（
も
し
く
は
奇
正
篇
の
よ
う

な
思
想
）
は
、
そ
の
多
く
が
『
淮
南
子
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

四
、
道
家
思
想
と
「
奇
正
」「
無
形
」「
変
化
」

　

そ
の
原
因
を
探
る
た
め
、
道
家
思
想
に
見
え
る
「
奇
正
」「
無

形
」「
変
化
」
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ま
ず
は
、『
老
子
』
に
つ

い
て
。以

正
治
國
、
以
奇
用
兵
、
以
無
事
取
天
下
。

正
を
以
て
国
を
収
め
、
奇
を
以
て
兵
を
用
い
、
無
事
を
以
て

天
下
を
取
る
。（
第
五
十
七
章
）

正
復
爲
奇
、
善
復
爲
妖
。
禍
兮
福
之
所
倚
、
福
兮
禍
之
所

伏
。
孰
知
其
極
。
其
無
正
。

正
は
復
た
奇
と
為
り
、
善
は
復
た
妖
と
為
る
。
禍
は
福
の
倚

る
所
、
福
は
禍
の
伏
す
所
な
り
。
孰
れ
か
其
の
極
を
知
ら

ん
。
其
れ
正
無
し
。（
第
五
十
八
章
）

天
下
莫
柔
弱
於
水
、
而
攻
堅
強
者
莫
之
能
勝
、
以
其
無
以
易

之
。

天
下
水
よ
り
柔
弱
な
る
は
莫
し
、
而
も
堅
強
を
攻
む
る
者
、

之
に
能
く
勝
る
莫
し
、
以
て
其
の
之
を
易
う
る
を
以
て
す
る

な
り
。（
第
七
十
八
章
）

　

第
五
十
七
章
で
は
、
国
を
治
め
る
際
に
は
、「
正
」
道
を
用
い
、

兵
を
用
い
る
際
に
「
奇
」
策
を
用
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
第
五
十

八
章
で
は
、「
奇
正
」
及
び
「
善
妖
」「
禍
福
」
の
変
化
に
窮
ま
り

が
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
第
七
十
八
章
で
は
、
柔
弱
な
水
が

堅
強
を
攻
め
る
の
を
「
之
に
能
く
勝
る
莫
し
」
と
述
べ
る
が
、
こ

れ
は
、「
水
」
が
自
在
に
そ
の
形
を
変
え
て
「
無
形
」
で
あ
る
と

い
う
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
発
言
だ
と
思
わ
れ

る
。
同
様
の
思
想
は

夫
兵
形
象
水
。
水
之
形
、
避
高
而
趨
下
。
兵
之
形
、
避
實
而

撃
虚
。
水
因
地
而
制
流
、
兵
因
敵
而
制
勝
。
故
兵
無
常
勢
、

水
無
常
形
。
能
因
敵
變
化
而
取
勝
、
謂
之
神
。

夫
れ
兵
の
形
は
水
に
象
る
。
水
の
形
は
、
高
き
を
避
け
て
下

に
趨
く
。
兵
の
形
は
、
実
を
避
け
て
虚
を
撃
つ
。
水
は
地
に

因
り
て
流
れ
を
制
し
、
兵
は
敵
に
因
り
て
勝
を
制
す
。
故
に
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兵
に
常
勢
無
く
、
水
に
常
形
無
し
。
能
く
敵
に
因
り
て
変
化

し
て
勝
を
取
る
、
之
神
と
謂
う
。（『
孫
子
』
虚
実
篇
）

と
、『
孫
子
』
に
も
存
在
し
、
類
似
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る（
注
17
）。
ま
た
、
第
五
十
七
章
の
文
章
は
『
文
子
』
に
引
用
さ
れ

て
い
る
。

老
子
曰
、
以
政
治
國
、
以
奇
用
兵
。
先
爲
不
可
勝
之
政
、
而

後
求
勝
於
敵
、
以
未
治
而
攻
人
之
亂
、
是
猶
以
火
應
火
、
以

水
應
水
也
。
同
莫
足
以
相
治
。
故
以
異
爲
奇
、
靜
爲
躁
奇
、

治
爲
亂
奇
、
飽
爲
飢
奇
、
逸
爲
勞
奇
、
正
之
相
應
、
若
水
火

金
木
之
相
伐
也
。

老
子
曰
く
、
政
を
以
て
国
を
治
め
、
奇
を
以
て
兵
を
用
う
。

先
づ
勝
つ
べ
か
ら
ざ
る
の
政
を
為
し
、
而
る
後
に
敵
に
勝
つ

を
求
め
、
未
だ
治
め
ざ
る
を
以
て
人
の
乱
を
攻
む
、
是
れ
猶

火
を
以
て
火
に
応
じ
、
水
を
以
て
水
に
応
ず
る
が
ご
と
き
な

り
。
同
は
以
て
相
治
む
る
に
足
る
こ
と
莫
し
。
故
に
異
を
以

て
奇
と
為
し
、
静
は
躁
の
奇
と
為
り
、
治
は
乱
の
奇
と
為

り
、
飽
は
飢
の
奇
と
為
り
、
逸
は
労
の
奇
と
為
り
、
正
の
相

応
ず
る
こ
と
、
水
火
金
木
の
相
伐
つ
が
ご
と
き
な
り
。（
上

礼
篇
）

　

こ
こ
で
は
、「
奇
正
」
と
軍
事
を
密
接
に
関
連
付
け
て
お
り
、

文
章
も
奇
正
篇
・『
淮
南
子
』
兵
略
訓
と
一
部
類
似
す
る
。

　

次
に
『
列
子
』
に
つ
い
て
。『
列
子
』
で
は
「
奇
正
」
が
主
題

と
な
る
こ
と
は
な
い
が
、「
無
形
」「
変
化
」
に
つ
い
て
は
し
ば
し

ば
言
及
す
る
。

其
言
曰
、
有
生
不
生
、
有
化
不
化
。
不
生
者
能
生
生
、
不
化

者
能
化
化
。
生
者
不
能
不
生
、
化
者
不
能
不
化
、
故
常
生
常

化
。
常
生
常
化
者
、
無
時
不
生
、
無
時
不
化
。
陰
陽
爾
、
四

時
爾
。
不
生
者
疑
獨
、
不
化
者
往
復
。
往
復
、
其
際
不
可

終
。
疑
獨
、
其
道
不
可
窮
。

其
れ
言
に
曰
く
、
生
ず
る
も
の
、
生
ぜ
ざ
る
も
の
有
り
、
化

す
る
も
の
化
せ
ざ
る
も
の
有
り
。
生
ぜ
ざ
る
者
は
能
く
生
生

し
、
化
せ
ざ
る
者
は
能
く
化
化
す
。
生
ず
る
者
は
生
ぜ
ざ
る

能
わ
ず
、
化
す
る
者
は
化
せ
ざ
る
能
わ
ず
、
故
に
常
に
生
じ

常
に
化
す
。
常
に
生
じ
常
に
化
す
る
者
は
、
時
と
し
て
生
ぜ

ざ
る
無
く
、
時
と
し
て
化
せ
ざ
る
無
し
。
陰
陽
の
み
、
四
時

の
み
。
生
ぜ
ざ
る
者
は
疑
独
し
、
化
せ
ざ
る
者
は
往
復
す
。

往
復
す
れ
ば
、
其
の
際
終
る
べ
か
ら
ず
。
疑
独
す
れ
ば
、
其

の
道
窮
む
べ
か
ら
ず
。（
天
瑞
篇
）

　

こ
こ
で
は
、「
生
」「
不
生
」「
化
」「
不
化
」「
陰
陽
」「
四
時
」
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と
い
っ
た
「
変
化
」
に
つ
い
て
述
べ
、「
其
の
道
窮
む
」
た
め
に

「
疑
独
」（
変
化
の
外
に
い
て
独
立
し
た
立
場
を
守
る
）
す
る
こ
と

を
重
視
す
る
。
ま
た
、
天
瑞
篇
に
は
「
無
形
」
に
関
す
る
記
述
も

見
え
る
。

昔
者
聖
人
、
因
陰
陽
以
統
天
地
。
夫
有
形
者
生
於
無
形
。

昔
者
聖
人
、
陰
陽
に
因
り
て
以
て
天
地
を
統
ぶ
。
夫
れ
有
形

の
者
は
無
形
に
生
ず
。（
同
上
）

生
之
所
生
者
死
矣
、
而
生
生
者
未
嘗
終
。
…
…
味
之
所
味
者

嘗
矣
、
而
味
味
者
未
嘗
呈
、
皆
無
爲
之
識
也
。

生
の
生
あ
る
所
の
者
は
死
す
、
而
る
に
生
を
生
あ
ら
し
む
る

者
は
未
だ
嘗
て
終
ら
ず
。
…
…
味
の
味
あ
る
所
の
者
は
嘗
め

ら
る
、
而
る
に
味
を
味
あ
ら
し
む
る
者
は
未
だ
嘗
て
呈
は
れ

ず
、
皆
無
之
が
識し
ゅ

為
れ
ば
な
り
。（
同
上
）

「
有
形
の
者
は
無
形
に
生
ず
」
や
「
皆
無
之
が
識し

ゅ

為
れ
ば
な
り
」

と
あ
る
よ
う
に
、「
無
」「
無
形
」
が
万
物
の
主
宰
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　
「
変
化
」
に
つ
い
て
は
、
周
穆
王
篇
で
も
述
べ
ら
れ
る
。

造
化
之
所
始
、
陰
陽
之
所
變
者
、
謂
之
生
、
謂
之
死
。
窮
數

達
變
、
因
形
移
易
者
、
謂
之
化
、
謂
之
幻
。
造
物
者
其
巧

妙
、
其
功
深
、
固
難
窮
難
終
。
因
形
者
其
巧
顯
、
其
功
淺
、

故
隨
起
隨
滅
。

造
化
の
始
ま
る
所
、
陰
陽
の
変
ず
る
所
の
者
、
之
を
生
と
謂

い
、
之
を
死
と
謂
う
。
数
を
窮
め
変
に
達
し
、
形
に
因
り
て

移
易
す
る
者
、
之
を
化
と
謂
い
、
之
を
幻
と
謂
う
。
造
物
者

は
其
の
巧
妙
に
し
て
、
其
の
功
深
し
、
固
よ
り
窮
め
難
く
終

え
難
し
。
形
に
因
る
者
は
其
の
巧
顕
か
に
し
て
、
其
の
功
浅

く
、
故
に
隨
い
て
起
こ
り
隨
い
て
滅
ぶ
。（
周
穆
王
篇
）

「
造
化
」
が
起
こ
っ
て
「
陰
陽
」
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
「
生
」

あ
る
い
は
「
死
」
と
称
し
、次
々
と
変
化
し
て
い
く
も
の
を
「
化
」

「
幻
」
と
称
す
る
。
こ
こ
か
ら
も
、「
変
化
」
の
思
想
を
読
み
取
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る（
注
18
）。

　

次
に
「
黄
帝
四
経
」
に
つ
い
て
。「
黄
帝
四
経
」
は
、
馬
王
堆

漢
墓
帛
書
に
含
ま
れ
る
文
献
で
あ
り
、
前
漢
初
期
に
流
行
し
た
黄

老
思
想
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
文
献
で
あ
る
。
黄
老
思
想
は
、

『
老
子
』『
列
子
』
等
の
道
家
思
想
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

大
き
く
見
れ
ば
道
家
思
想
の
一
つ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
た

め
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
。
ま
ず
「
黄
帝
四
経
」
の

「
奇
正
」
に
つ
い
て
。

變
恆
過
度
、
以
奇
相
御
。
正
奇
有
位
、
而
名
〔
形
〕
弗
去
。
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恒
を
変
え
度
を
過
ぐ
れ
ば
、
奇
を
以
て
相
御
す
。
正
と
奇
に

位
有
ら
ば
、
而
ち
名
〔
形
〕
は
去は
な

れ
ず
。（『
経
法
』
道
法

篇
）

彼
必
正
人
也
、
乃
能
操
正
以
正
奇
、
握
一
以
知
多
、
除
民
之

所
害
、
而
持
民
之
所
宜
。

彼
必
ず
正
人
な
ら
ば
、
乃
ち
能
く
正
を
操
り
以
て
以
て
奇
を

正
し
、
一
を
握
り
て
以
て
多
を
知
り
、
民
の
害
と
す
る
所
を

除
き
て
、
民
の
宜
し
と
す
る
所
を
持
す
。（『
十
六
経
』
成
法

篇
）

名
正
者
治
、
名
奇
者
亂
。
正
名
不
奇
、
奇
名
不
立
。
正
道
不

殆
、
可
後
可
始
。
乃
可
小
夫
、
乃
可
國
家
。

名
正
し
き
者
は
治
ま
り
、
名
奇
な
る
者
は
乱
る
。
正
名
は
奇

な
ら
ず
、
奇
名
は
立
た
ず
。
正
道
殆
か
ら
ざ
れ
ば
、
後
に
可よ
ろ

し
く
始
め
に
可
し
。
乃
ち
小
夫
に
可
し
く
、
乃
ち
国
家
に
可

し
。（『
十
六
経
』
前
道
篇
）

奇
從
奇
、
正
從
正
。
奇
與
正
、
恆
不
同
廷
。

奇
は
奇
に
従
い
、
正
は
正
に
従
う
。
奇
と
正
と
は
、
恒
に
廷

を
同
じ
く
せ
ず
。（『
称
』）

埤
而
正
者
増
、
高
而
倚
者
崩
。

埤
く
し
て
正
し
き
者
は
増
し
、
高
く
し
て
倚
る
者
は
崩
る
。

（
同
上
）

得
事
之
要
、
操
正
以
正
畸
。

事
の
要
を
得
れ
ば
、
正
を
操
り
以
て
畸
を
正
す
。（『
道
原
』）

「
正
と
奇
に
位
有
ら
ば
、
而
ち
名
〔
形
〕
は
去は
な

れ
ず
。」（『
経
法
』

道
法
篇
）「
奇
は
奇
に
従
い
、
正
は
正
に
従
う
。」（『
称
』）
と
、

一
部
「
正
」「
奇
」
を
同
等
に
扱
う
記
述
が
見
え
る
が
、
そ
れ
以

外
は
、「
事
の
要
を
得
れ
ば
、
正
を
操
り
以
て
畸
を
正
す
。」（『
道

原
』）「
高
く
し
て
倚
る
者
は
崩
る
。」（『
称
』）
と
あ
り
、「
奇

（
畸
、
倚
）」
が
「
正
」
の
下
位
概
念
と
し
て
見
な
さ
れ
、「
正
」

が
貴
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
黄
帝
四
経
」
に
お
い
て

「
正
」
が
貴
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
記
述
か
ら
も
窺
う
こ

と
が
で
き
る
。

順
者
、
動
也
。
正
者
、
事
之
根
也
。

順
は
、
動
な
り
。
正
は
、
事
の
根
な
り
。（『
経
法
』四
度
篇
）

天
貴
正
、
過
正
曰
詭
。

天
は
正
を
貴
び
、
正
を
過
ぐ
る
は
詭
と
曰
う
。（『
称
』）

　
「
正
」
を
「
事
の
根
」
で
あ
っ
た
り
、「
天
」
が
貴
ぶ
も
の
で
あ

る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
黄
帝
四
経
」
で
は
「
正
」
が
貴
ば

れ
、「
奇
」
は
「
正
」
よ
り
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、『
老

子
』
と
は
異
な
っ
た
奇
正
観
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、「
黄
帝
四

経
」
に
は
「
奇
正
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
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次
に
「
変
化
」
に
つ
い
て
。

周
遷
動
作
、
天
爲
之
稽
。
天
道
不
遠
、
入
與
處
、
出
與
反
。

周
遷
動
作
は
、
天
之
が
稽の
り

を
為
す
。
天
道
遠
か
ら
ず
、
入
り

て
与
に
処
り
、
出
で
て
与
に
反
る
。（『
経
法
』
四
度
篇
）

極
而
反
、
盛
而
衰
、
天
地
之
道
也
、
人
之
理
也
。

極
ま
れ
ば
而
ち
反
り
、
盛
ん
な
れ
ば
而
ち
衰
う
る
は
、
天
地

の
道
な
り
、
人
の
理
な
り
。（
同
上
）

四
時
有
度
、
天
地
之
理
也
。
日
月
星
辰
有
數
、
天
地
之
紀

也
。
三
時
成
功
、
一
時
刑
殺
、
天
地
之
道
也
。
四
時
時
而

定
、
不
爽
不
忒
、
常
有
法
式
、
天
地
之
理
也
。
一
立
一
廢
、

一
生
一
殺
。
四
時
代
正
、
終
而
復
始
。

四
時
度
有
る
は
、
天
地
の
理
な
り
。
日
月
星
辰
数
有
る
は
、

天
地
の
紀
な
り
。
三
時
功
を
成
し
、
一
時
刑
殺
す
る
は
、
天

地
の
道
な
り
。
四
時
時
あ
り
て
定
ま
り
、
爽た
が

わ
ず
忒そ
む

か
ず
、

常
に
法
式
有
る
は
、
天
地
の
理
な
り
。
一
と
き
は
立
て
一
と

き
は
廃
し
、
一
と
き
は
生
じ
一
と
き
は
殺
す
。
四
時
の
代
わ

る
こ
と
正
し
く
、
終
わ
れ
ば
而
ち
復
た
始
ま
る
。（『
経
法
』

論
約
篇
）

天
稽
環
周
、
人
反
爲
之
客
。
靜
作
得
時
、
天
地
興
之
。

天
稽
は
環
周
し
て
、
人
反
り
て
之
が
客
と
為
る
。
静
作
時
を

得
れ
ば
、
天
地
之
に
興
す
。（『
十
六
経
』
姓
争
篇
）

凡
變
之
道
、
非
益
而
損
、
非
進
而
退
。
首
變
者
凶
。

凡
そ
変
の
道
は
、
益
す
る
に
非
す
し
て
損
し
、
進
む
に
非
す

し
て
退
く
。
変
を
首は
じ

む
る
者
は
凶
な
り
。（『
称
』）

「
入
り
て
与
に
処
り
、
出
で
て
与
に
反
る
」（『
経
法
』
四
度
篇
）、

「
天
稽
は
環
周
し
て
、
人
反
り
て
之
が
客
と
為
る
」（『
十
六
経
』

姓
争
篇
）
と
「
変
化
」
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、「
周
遷
動
作
は
、

天
之
が
稽の
り

を
為
す
」（『
経
法
』
四
度
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
変

化
」
の
根
底
に
「
天
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
ま

た
、「
変
を
首は
じ

む
る
者
は
凶
な
り
」（『
称
』）
と
あ
る
よ
う
に
、

「
変
化
」
を
否
定
的
に
捉
え
る
記
述
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、「
黄

帝
四
経
」
に
も
「
変
化
」
の
思
想
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

以
上
、
道
家
思
想
に
見
え
る
「
奇
正
」「
無
形
」「
変
化
」
の
思

想
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
も
ち
ろ
ん
道
家
思
想
は
「
夫
兵
者
、
不

祥
之
器
。（
夫
れ
兵
は
、
不
祥
の
器
な
り
。）」（『
老
子
』
第
三
十

一
章
）（注
19
）「
作
爭
者
凶
。（
争
い
を
作
す
者
は
凶
。）」（『
十
六
経
』

姓
争
篇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
積
極
的
に
軍
事
を
肯
定

し
た
り
、
戦
略
・
戦
術
を
述
べ
る
思
想
で
は
な
い（
注
20
）。
し
か
し

『
孫
子
』、
奇
正
篇
と
い
っ
た
兵
家
系
文
献
に
用
い
ら
れ
る
「
奇

正
」
と
い
う
単
語
や
「
無
形
」「
変
化
」
の
思
想
は
、『
淮
南
子
』

以
外
の
道
家
系
文
献
に
も
見
ら
れ
た
。
よ
っ
て
、『
淮
南
子
』
兵

略
訓
が
奇
正
篇
の
よ
う
な
思
想
を
多
く
取
り
入
れ
た
の
は
、
単
な
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る
偶
然
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
兵

家
思
想
と
道
家
思
想
は
少
な
く
と
も
「
奇
正
」「
無
形
」「
変
化
」

と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
親
和
性
が
高
か
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。
そ
し
て
、「
奇
正
」「
無
形
」「
変
化
」
を
述
べ
る
奇
正
篇
の

思
想
が
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
継
承
さ
れ
た
原
因
も
、
こ
の
親
和

性
の
高
さ
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

結
語

　

以
上
、
奇
正
篇
の
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
奇
正

篇
は
、『
孫
子
』
か
ら
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
ま
で
の
兵
学
思
想
に

お
け
る
経
過
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
義
だ
け
に
と
ど
ま

ら
ず
、
道
家
思
想
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
と
い
う

点
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
後
者
を
換
言
す
れ
ば
、
奇

正
篇
と
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
の
密
接
な
関
係
は
、「
奇
正
」「
無

形
」「
変
化
」
と
い
う
観
念
を
介
し
た
兵
家
思
想
と
道
家
思
想
の

接
近
と
い
う
点
で
、
思
想
史
的
意
義
を
持
つ
と
い
え
る
。『
漢
書
』

芸
文
志
兵
書
略
・
兵
権
謀
家
の
説
明
に
「
權
謀
者
、
以
正
守
國
、

以
奇
用
兵
。（
権
謀
は
、
正
を
以
て
国
を
守
り
、
奇
を
以
て
兵
を

用
う
。）」
と
『
老
子
』
の
「
奇
正
」
に
関
す
る
記
述
を
引
用
す
る

こ
と
も
、
兵
家
思
想
と
道
家
思
想
が
「
奇
正
」
等
の
思
想
を
介
し

て
接
近
し
う
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。
奇
正
篇
の
持
つ
思
想
史

的
意
義
は
こ
れ
ら
の
二
点
に
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
道
家
思
想
を
基
調
と
す
る
『
淮
南
子
』
に
、
奇
正
篇
の

よ
う
な
思
想
が
多
く
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
他
の
道
家
系
文
献

に
お
い
て
、「
奇
正
」「
無
形
」「
変
化
」
の
思
想
が
し
ば
し
ば
見

ら
れ
た
よ
う
に
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。「
奇
正
」「
無
形
」「
変
化
」
の
思
想
は
、
兵
家
思
想
と
道
家

思
想
が
交
わ
る
十
字
路
の
一
つ
で
あ
っ
た（
注
21
）。

注

（
1
）	「
論
政
論
兵
之
類
」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
金

城
未
来
「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
兵
之
恒
失
」
考
釈
」（『
待
兼
山
論
叢
』

哲
学
篇
第
四
十
四
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
同
上
「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
五

議
」に
つ
い
て
」（『
待
兼
山
論
叢
』哲
学
篇
第
四
十
五
号
、二
〇
一
一
年
）、

草
野
友
子「
銀
雀
山
漢
簡『
為
国
之
過
』の
全
体
構
成
と
そ
の
特
質
」（『
京

都
産
業
大
学
論
集
』
人
文
科
学
系
列
第
四
十
三
号
、
二
〇
一
一
年
）、
湯

浅
邦
弘
「
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
論
政
論
兵
之
類
」
に
つ
い
て
」（『
中
国

研
究
集
刊
』
第
五
十
二
号
、
二
〇
一
一
年
二
月
）、
同
上
「
興
軍
の
時
︱

銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
「
起
師
」
に
つ
い
て
︱
」（『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
紀
要
』
第
五
十
二
巻
、
二
〇
一
二
年
）

（
2
）	

今
後
「
奇
正
」
を
引
用
す
る
際
に
は
、『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕』（
銀

雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
編
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
を
底
本
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と
し
、
ま
た
解
釈
に
関
し
て
は
、『
孫
臏
兵
法
』（
金
谷
治
、
東
方
書
店
、

一
九
七
六
年
）、『
孫
臏
兵
法
校
理
』（
張
震
沢
、
中
華
書
局
、
一
九
八
四

年
）
等
、
先
行
す
る
諸
注
釈
書
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
底
本
と
す
る

二
〇
一
〇
年
版
の
釈
文
は
、
一
九
七
五
年
版
と
比
べ
一
箇
所
だ
け
変
更

が
見
ら
れ
る
。（
第
一
一
八
五
簡
上
部
が
、「【
矣
】
…
…
」（
一
九
七
五

年
版
）
→
「【
矣
、
□
□
□
】
則
用
矣
。」（
二
〇
一
〇
年
版
）
へ
変
更
。）

（
3
）	

前
掲
石
井
論
文
。

（
4
）	

そ
の
他
、「
無
形
」
を
説
く
記
述
と
し
て
、「
故
善
攻
者
、
敵
不
知
其

所
守
。
善
守
者
、敵
不
知
其
所
攻
。
微
乎
微
乎
、至
于
無
形
。
神
乎
神
乎
、

至
于
無
聲
。
故
能
爲
敵
之
司
命
。（
故
に
善
く
攻
む
る
者
に
は
、
敵
、
其

の
守
る
所
を
知
ら
ず
。
善
く
守
る
者
に
は
、
敵
、
其
の
攻
む
る
所
を
知

ら
ず
。
微
な
る
か
な
微
な
る
か
な
、
無
形
に
至
る
。
神
な
る
か
な
神
な
る

か
な
、無
声
に
至
る
。
故
に
能
く
敵
の
司
命
を
為
す
。）」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
5
）	

な
お
、
奇
正
篇
と
『
孫
子
』
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、「
奇

正
」
と
い
う
概
念
を
軍
事
用
語
と
し
て
は
じ
め
て
用
い
た
の
は
『
孫
子
』

で
あ
る
た
め
、
奇
正
篇
が
『
孫
子
』
よ
り
も
先
行
し
て
成
立
し
た
と
は

考
え
づ
ら
い
。
よ
っ
て
小
論
で
は
、
奇
正
篇
は
『
孫
子
』
よ
り
後
に
成

立
し
た
文
献
で
あ
る
と
見
な
し
て
論
を
進
め
て
い
く
。

（
6
）	

ま
た
、『
孫
子
』
に
も
、「
激
水
之
疾
、
至
于
漂
石
者
、
勢
也
。（
激
水

の
疾
く
し
て
、
石
を
漂
す
に
至
る
者
は
、
勢
な
り
。）」（
勢
篇
）「
故
善

戰
者
、
求
之
于
勢
、
不
責
于
人
。（
故
に
善
く
戦
う
者
は
、
之
を
勢
に
求

め
て
、
人
に
責
め
ず
。）」（
同
上
）
と
あ
り
、「
勢
」
を
重
視
し
て
い
る
。

（
7
）	

例
え
ば
、「
五
壤
之
勝
、
青
勝
黄
、
黄
勝
黒
、
黒
勝
赤
、
赤
勝
白
、
白

勝
青
。（
五
壤
の
勝
ち
と
は
、
青
は
黄
に
勝
ち
、
黄
は
黒
に
勝
ち
、
黒
は

赤
に
勝
ち
、
赤
は
白
に
勝
ち
、
白
は
青
に
勝
つ
。）」（
地
葆
篇
）
が
挙
げ

ら
れ
る
。

（
8
）	

ま
た
、『
孫
臏
兵
法
』
で
は
「
奇
正
」
の
よ
う
に
、
直
接
「
正
」「
奇
」

と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
が
、
先
述
の
通
り
、
奇
正
に
類
似
す
る

概
念
が
散
見
す
る
。
例
え
ば
、「
奇
正
」
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
概
念
の

一
つ
で
あ
る
「
変
化
」
が
、「
黄
帝
作
劍
、
以
陣
象
之
。
羿
作
弓
弩
、
以

勢
象
之
。
禹
作
舟
車
、
以
變
象
之
。
湯
・
武
作
長
兵
、
以
權
象
之
。
凡

此
四
者
、
兵
之
用
也
。（
黄
帝
は
剣
を
作
り
、
陣
を
以
て
之
に
象
る
。
羿

は
弓
弩
を
作
り
、
勢
を
以
て
之
に
象
る
。
禹
は
舟
車
を
作
り
、
変
を
以

て
之
に
象
る
。
湯
・
武
は
長
兵
を
作
り
、
権
を
以
て
之
に
象
る
。
凡
そ

此
の
四
者
は
、兵
の
用
な
り
。）（
勢
備
篇
）
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）	

新
釈
漢
文
大
系
『
淮
南
子
』（
明
治
書
院
、一
九
八
八
年
）
八
一
五
頁
。

（
10
）	

前
掲
谷
中
論
文
。

（
11
）	

天
地
之
理
、
至
則
反
、
盈
則
敗
、
□
□
是
也
。
代
興
代
廢
、
四
時
是
也
。

有
勝
有
不
勝
、
五
行
是
也
。
有
生
有
死
、
萬
物
是
也
。
有
能
有
不
能
、

萬
生
是
也
。
有
所
有
餘
、
有
所
不
足
、
形
勢
是
也
。
故
有
形
之
徒
、
莫

不
可
名
。
有
名
之
徒
、
莫
不
可
勝
。
故
聖
人
以
萬
物
之
勝
勝
萬
物
、
故

其
勝
不
屈
。
戰
者
、
以
形
相
勝
者
也
。

（
12
）	
凡
物
有
朕
、
唯
道
無
朕
。
所
以
無
朕
者
、
以
其
無
常
形
勢
也
。
輪
轉

而
無
窮
、
象
日
月
之
運
行
、
若
春
秋
有
代
謝
、
若
日
月
有
晝
夜
、
終
而
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複
始
、
明
而
複
晦
、
莫
能
得
其
紀
。
制
刑
而
無
刑
、
故
功
可
成
。
物
物

而
不
物
、
故
勝
而
不
屈
。
刑
兵
之
極
也
、
至
於
無
刑
、
可
謂
極
之
矣
。

（
13
）	
形
莫
不
可
以
勝
、
而
莫
知
其
所
以
勝
之
形
。
形
勝
之
變
、
與
天
地
相

敝
而
不
窮
。
形
勝
、
以
楚
越
之
竹
書
之
而
不
足
。
形
者
、
皆
以
其
勝
勝

者
也
。
以
一
形
之
勝
勝
萬
形
、
不
可
。
所
以
制
形
壹
也
、
所
以
勝
不
可

壹
也
。
故
善
戰
者
、
見
敵
之
所
長
、
則
知
其
所
短
、
見
敵
之
所
不
足
、

則
知
其
所
有
餘
。
見
勝
如
見
日
月
。
其
錯
勝
也
、
如
以
水
勝
火
。

（
14
）	

夫
有
形
埒
者
、
天
下
訟
見
之
、
有
篇
籍
者
、
世
人
傳
學
之
。
此
皆
以

形
相
勝
者
也
。
善
形
者
弗
法
也
、
所
貴
道
者
、
貴
其
無
形
也
。
無
形
則

不
可
制
迫
也
。
不
可
度
量
也
。
不
可
巧
詐
也
。
不
可
規
慮
也
。
智
見
者
、

人
爲
之
謀
。
形
見
者
、
人
爲
之
功
。
衆
見
者
、
人
爲
之
伏
。
器
見
者
、

人
爲
之
備
。
動
作
周
還
、
倨
句
詘
伸
、
可
巧
詐
者
、
皆
非
善
者
也
。
善

者
之
動
也
、
神
出
而
鬼
行
、
星
耀
而
玄
逐
、
進
退
詘
伸
、
不
見
朕
㙬
、

鸞
擧
麟
振
、
鳳
飛
龍
騰
、
發
如
秋
風
、
疾
如
駭
龍
。
當
以
生
擊
死
、
以

盛
乘
衰
、
以
疾
掩
遲
、
以
飽
制
飢
、
若
以
水
滅
火
、
若
以
湯
沃
雪
、
何

往
而
不
遂
。

（
15
）	

同
不
足
以
相
勝
也
。
故
以
異
爲
奇
。
是
以
靜
爲
動
奇
、
佚
爲
勞
奇
、

飽
爲
飢
奇
、
治
爲
亂
奇
、
衆
爲
寡
奇
。
發
而
爲
正
、
其
未
發
者
奇
也
。

奇
發
而
不
報
、
則
勝
矣
。
有
餘
奇
者
、
過
勝
者
也
。

（
16
）	

同
莫
足
以
相
治
也
。
故
以
異
爲
奇
。
兩
爵
相
與
鬪
、
未
有
死
者
也
。

鸇
鷹
至
、
則
爲
之
解
、
以
其
異
類
也
。
故
靜
爲
躁
奇
、
治
爲
亂
奇
、
飽

爲
飢
奇
、
佚
爲
勞
奇
。
奇
正
之
相
應
、
若
水
火
金
木
之
代
爲
雌
雄
也
。

（
17
）	

た
だ
し
、
竹
簡
本
『
孫
子
』
で
は
、「
水
無
常
形
」
で
は
な
く
「
無
常

形
」
と
な
っ
て
お
り
、「
水
」
の
字
が
無
い
こ
と
に
は
、
注
意
を
要
す
る
。

（
18
）	

な
お
、『
荘
子
』
に
は
「
奇
正
」「
無
形
」「
変
化
」
に
つ
い
て
述
べ
る

こ
と
は
殆
ど
な
い
。
こ
れ
は
、『
荘
子
』
で
「
万
物
斉
同
」
が
中
心
的
思

想
と
し
て
存
在
し
て
い
る
た
め
、「
奇
正
」「
無
形
」「
変
化
」
に
つ
い
て

積
極
的
に
述
べ
る
、
も
し
く
は
貴
ぶ
必
然
性
に
乏
し
い
こ
と
が
原
因
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
「
万
物
斉
同
」
は
、「
奇
」
と
「
正
」、「
形
」
と
「
無

形
」、ま
た「
変
化
」し
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
相
対
的
に
価
値
づ
け
る
と
い
っ

た
理
論
で
あ
る
た
め
、
全
く
無
関
係
で
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
19
）	

伝
世
本
は
、「
夫
佳
兵
者
」
に
作
る
が
、
馬
王
堆
帛
書
本
に
従
っ
て
改

め
た
。

（
20
）	

た
だ
し
、「
黄
帝
四
経
」
で
は
、「
聖
人
不
達
刑
、
不
襦
傳
、
因
天
時
、

與
之
皆
斷
。（
聖
人
は
刑
を
達
ほ
し
い
ま
まに
せ
ず
、
襦
伝
せ
ず
、
天
時
に
因
り
、

之
を
与
に
皆
断
ず
。）」（『
十
六
経
』
成
法
篇
）
と
あ
り
、
天
道
に
沿
っ

た
義
兵
説
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
張
家
山
二
四
七
号
墓
か
ら

出
土
し
た
『
蓋
廬
』
第
八
章
に
も
、
天
の
代
わ
り
に
誅
伐
を
行
う
と
い

う
思
想
が
見
ら
れ
、
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
蓋
廬
』
の
義
兵

説
に
つ
い
て
は
、福
田
一
也
「
張
家
山
漢
簡
『
蓋
廬
』
に
み
え
る
義
兵
説
」

（『
中
国
研
究
集
刊
』
第
四
十
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）
に
詳
し
い
。

（
21
）	
な
お
、
唐
代
に
著
さ
れ
た
王
真
『
道
徳
経
論
兵
要
義
述
』
も
、
兵
家

思
想
と
道
家
思
想
と
の
関
係
を
検
討
す
る
上
で
重
要
と
な
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
。
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